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２０１１年５月１６日 
 

東日本大震災の復興に向けた寄付税制等に関する要望書 
 

特定非営利活動法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 

 

３月１１日に発生した東日本大震災では、各地のＮＰＯが、懸命に被災者支

援活動を行っております。また、累計で約２６万人（５月８日現在）のボラン

ティアが炊き出しや泥出し、心のケアなどに奔走しております。 

こうした活動を支援するため、ぜひとも以下の寄付税制の拡充やボランティ

ア促進税制の導入をお願いいたします。 

 

【要望内容】 
 

●震災寄付税制（第一弾）の改善・拡充 

・ 被災者の生活支援などでは、ＮＰＯ法人など市民セクターの活動も重要で

ある。震災関連の事業に対するＮＰＯ法人など非営利団体への寄付につい

ては、所得税や法人税での特例を一層拡充するべきである。 

政府は、４月末に成立した被災者支援税制の第一弾において、被災者支援

を行う認定ＮＰＯ法人等への寄付優遇税制を大幅拡充した。これは評価し

たい。しかし、下記の点は緊急に改善を図り、寄付税制をより一層、拡充

していただきたい。 

 

 震災寄付税制における指定寄付金制度を３月１１日以降の寄付金に

遡って適用する（現状は指定日以降の寄付金に適用） 

 現地の被災者や活動団体へ助成するなど、間接的な支援を行う認定Ｎ

ＰＯ法人についても、今回の指定寄付金制度の対象にする 

 指定寄付金で受け入れた寄付金の使途について、被災者支援に関連す

る経常的な人件費も認める（現状は経常的な人件費は対象外） 

 今回の震災寄付税制対象外となっている新公益法人（公益社団・財団

法人）や社会福祉法人等へも指定寄付金制度の適用を拡大する 

 

●ボランティア促進税制の導入 

・ 既に数万人規模のボランティアが被災地にて、がれきの撤去や炊き出しな

どの活動を行っている。阪神大震災に比べ、被災地から遠く離れた地域か

らもボランティアに駆け付ける市民も多い。こうした震災ボランティア活

動に対して、下記のような税制面の支援策を導入していただきたい。 

 

 震災ボランティア活動に要した経費（交通・宿泊費等）を、所得控除

できる特例を創設する（３万円未満は領収書不要、３万円以上は要領

収書添付とする） 
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 企業等が、従業員を被災地支援ＮＰＯスタッフとして出向させる場合

に、給与を損金算入できる制度を創設する 

 

●復興に向けた新たな寄付促進税制の導入 

・ 既に国民や企業、諸外国から寄せられた善意の義援金・活動支援金は１８

００億円を超しているとも言われている。しかしながら、今後の長期にわ

たる復興過程を考えれば、政府からの復興資金供給はもちろんのこと、よ

り一層の寄付促進が望まれるのは言うまでもない。 

これは単に財源としてではなく、国民一人一人が被災者・被災地を忘れず、

復興に意識的に参加するという点でも非常に重要である。また、１４００

兆円に達する個人金融資産を復興へと繋げるためにも、政府として、以下

のような、さらなる寄付促進税制を導入していただきたい。 

 

 被災者支援を行う認定ＮＰＯ法人等に対する、有価証券や不動産等の

寄付について、みなし譲渡所得課税を自動的に非課税にする。また、

被災者支援に供することを条件に売却も可能にする（２年以内の公益

目的使用義務も、５年以内に延長する） 

 有価証券や不動産等の資産を売却して現金として、その７割を、被災

者支援を行う認定ＮＰＯ法人等に寄付する場合には、売却益全額を所

得税非課税にする特例を創設する 

 

 

●今後の大規模災害発生に向けた制度化 

 今後、災害救助法が適用対象となる災害が発生した時、自動的に今回

と同様の指定寄付金制度等が発動するような制度の創設する 

 


